
 
 

 消防同意について、平成 29 年度より建築課から松本広域消防局に同意を求めます

ので、正副及び消防用の計３部（市村提出用を除く）を建築課に御提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年４月１日以降に松本建設事務所

建築課に確認申請等を提出する方へ 

◆お問い合わせ先◆ 
長野県松本地方事務所 建築課 
〒390-0852 松本市大字島立 1020 
TEL 0263-40-1935   FAX 0263-47-4940 
E-mail  matsuchi-kenchiku@pref.nagano.lg.jp 
 

※長野県の組織改正により平成 29 年 4 月 1 日から 

「松本地方
● ●

事務所建築課」は「松本建設
● ●

事務所建築課」に変わります。 

【変更前】 

松本地方事務所 

消防局又は消防署 

申
請
者 

② 消防同意の求め 

③ 消防同意 

④ 確認申請 

⑤ 確認済証交付 

市

村
① 経由 

【変更後】平成 29 年 4 月 1 日運用開始

松
本
建
設
事
務
所

消防局
 

 

消防署

申
請
者 

③ 消防同意 
の求め 

④ 消防同意 

② 確認申請 

⑤ 確認済証

交付

市

村
① 経由  

※建築許可申請も同様の流れです。

４号： 7 日以内 

 他：35 日以内 

４号：3日以内 

 他：7日以内 

３部提出 


